
障害者総合支援法 居宅介護サービス重要事項説明書 

（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護） 

 

 あなたに対する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「総合

支援法」という）に基づく居宅介護サービスの提供開始にあたり、当事業所があなたに説明す

べき重要事項は次のとおりです。 

 

１ 事業所の概要は、次のとおりです 

 

事業者名称 有限会社 菜花 

菜の花指定居宅介護事業所 

所在地 名古屋市中区正木四丁目６番６号 第１３フクマルビル３Ｆ 

法人種別 有限会社 

代表者名 丸山 秀樹 

電話番号 ０５２－６７８－１７２１ 

０１２０－２４１－７２１（フリーダイヤル） 

事業の目的 総合支援法に基づく 

居宅介護、相談助言 

サービス提供地域 名古屋市内 

営業日・営業時間 通年（12 月 31 日から 1 月 3 日を除く）午前９時から午後６時 

サービス提供日・時間 ３６５日 ２４時間 

主たる対象者 特定しない 

運営の方針 利用者、家族本意のサービス提供を実施します。 

 

２ 事業者の職員体制について 

職種 従事するサービスの種類、種類 人員 

管理者（サ責が兼務） 業務・従業者管理 1 名 

サービス提供責任者 適正なサービスの技術指導、管理 訪問介護 ６名以上 

サービス担当従事者 居宅介護サービスの提供 
３５名

以上 

 

 

２０２４年４月１日現在 

 

 

 

 

 



３ 総合支援法に基づく居宅介護サービスの内容は、次のとおりです 

居宅介護 行動援護・同行援

護 
重度訪問介護 

身体介護 家事援助 通院等介助 

① 入浴介助 

② 排泄介助 

③ 食事介助 

④ 衣類着脱の介助 

⑤ 身体の清拭、洗髪 

⑥ 通院等介助 

⑦ その他 

（     ） 

① 調理 

② 衣類の洗濯 

③ 住居等の掃除 

④ 身の回り品の 

買い物 

⑤ 関係機関等への

連絡 

⑥ その他 

（     ） 

① 病院等への通院 

② 公的手続・障害福

祉サービスに係

る相談に訪れる

場合の移動支援                                                                                                                                                                                                             

① 単独外出時等の

外出介護 

② 外出準備、帰宅後

の整理、 

代読など 

（同行援護） 

① 身体介護・家事援

助・移動支援を含

む包括的なサー

ビス 

 

４ 総合支援法に基づく居宅介護に該当しない活動等は次のとおりです 

 身体介護  家事援助 行動援護・同行援護 重度訪問介護 

上記以外の援助 

（趣味・娯楽のための

同行、介助など） 

同居家族のための洗

濯、調理、庭の草むし

り、大掃除、特別な調

理（正月用など） 

宗教活動・政治活動

営利活動などにかか

る外出 

宗教活動・政治活動

営利活動などにかか

る外出 

 

５ サービス計画に基づく提供の曜日・時間帯、区分、及びサービス内容 

 曜日 時間帯 区分 サービス内容（３の記号を記入） 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

 

サービス計画作成事業所名：                          

 

６ サービス提供責任者は次の者が担当します 

   玉井京子  鈴木園枝  山本望希  丸山秀樹 

   丸山 ひとみ 竹内 真理  氏家 裕美子 

   連絡先電話番号：  ０５２－６７８－１７２１ 

（１） サービスを提供する主なヘルパーは次のとおりです。 

なお、やむを得ない理由でヘルパーを交代する場合は、事前に連絡します。 

氏名：                             

氏名：                             

 



 ７ 利用者負担金については、次のとおりです 

（１） 提供した福祉サービス費用の１割相当額（市町村が定める月額負担上限額の範

囲内） 

（２） 交通費（外出、通院介助などを行う場合のヘルパーの交通費、または通常のサ

ービス提供地域外でのサービス提供に係る往復の交通費） 

（３） 支給対象以外のサービス提供に係る費用。（実費負担での利用分等） 

 ご負担額 備考 

①利用者月額負担上限額 円  

②交通費 円 （実費精算） 

③支給対象以外のサービス 円 （別途取り決めによる） 

 

（４） 上記金額については、サービスを提供した翌月の１０日ごろに請求書を発行し

ますので、現金、または口座振替にてお支払いいただきます。 

 

 

 ８ サービスの中止、キャンセル料について 

（１） 利用者が、サービス利用の中止（キャンセル）をする際は速やかに 

事業所宛に連絡をして下さい。 

          連絡先電話番号 ０５２－６７８－１７２１ 

              ＦＡＸ ０５２－６７８－１７２２ 

（２） サービス提供の前日、または当日の中止（キャンセル）については、次のキャ

ンセル料を申し受けることになりますのでご了承下さい。（但し、利用者の容態

急変など、やむを得ない事情がある場合、キャンセル料はかかりません。） 

（３） キャンセル料は、下記の料金をいただきます。 

時 期 キャンセル料 

ご利用の 12 時間前まで 無料 

ご利用の 6 時間前まで 1,000 円 

ご利用の 2 時間前まで 2,000 円 

 

 ９ 事故発生時の対応 

   サービス提供によって事故が生じた場合には、速やかに市町村・利用者の家族に 

   連絡して必要な措置を講じます。 

   また利用者に対する居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害 

   賠償を速やかに行います。 

    

保 険 会 社  三井住友海上火災保険株式会社 

 

 10 虐待防止について 

   事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待防止に関する指針を定

め、責任者を選定しています。又、従業員に対する虐待の防止を啓発・普及する為の研

修を実施します。 



虐待防止に関する責任者 竹内 真理（サービス提供責任者） 

   ２．虐待もしくは虐待が疑われる事案等が発生した場合には、速やかに市に報告すると

ともに、その原因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待が職員等であったこ

とが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。 

   ３.虐待等が発生した経緯、背景、再発防止策等については記録し、５年間保存します。 

 

 11 第三者評価について 

第三者評価設置 なし 

 

 12 緊急時の対応 

   サービスの提供にあたり、事故、体調の急変が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づ

き、家族、主治医、救急医療機関等に連絡します。 

医療機関等 

 

主治医等の氏名： 

    連絡先： 

緊急連絡先 

 

     氏名： 

     続柄： 

    連絡先： 

 

13 相談窓口、苦情対応 

（１） サービス等についての苦情やご相談は、当事業所は以下の専用窓口で受け付けま

す。 

相談・苦情の窓口 

電話番号 ： ０５２－６７８－１７２１ 

ＦＡＸ  ： ０５２－６７８－１７２２ 

管理者  ： 丸山 秀樹 

 

（２） 行政機関、その他の相談、苦情受付機関 

名古屋市   区役所 

       福祉課 

所在地 ： 

電話番号： 

ＦＡＸ ： 

愛知県運営適正化委員会 

所在地 ：名古屋市東区白壁１丁目５０番地 

電話番号：０５２－２１２－５５１５ 

ＦＡＸ ：０５２－２１２－５５１４ 

障害者支援課 

指定指導係 

所在地 ：名古屋市中区栄三丁目１８番１号 

ナディアパークビジネスセンタービル１０階 

電話番号：０５２－２３８－０５６７ 

ＦＡＸ ：０５２－２３８－０５７８ 

 

 

 

 



 

居宅介護サービスの提供に際し、本書面に基づき、事業者は本重要事項の説明を行い、利用者

は確認をしました。（本書２通を作成し、各々１通保管します。） 

 

令和   年   月   日 

 

事 業 者    有限会社 菜花 

郵 便 番 号    ４６０－００２４ 

所 在 地    名古屋市中区正木四丁目６番６号 

         第１３フクマルビル３Ｆ 

名   称    菜の花指定居宅介護事業所            

代表者職・氏名  代表取締役  丸山 秀樹           印 

 

 

利 用 者    （□本人・□扶養義務者・□後見人・□補佐人） 

 

郵 便 番 号 

住   所 

 

氏   名 

 

                                印 


